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事業・契約管理プラットフォーム
PFのアカウント申請・初回ログイン

・各種利用対応

202５年4月１5日
JICA国際協力調達部
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本日の内容

1. 事業・契約管理プラットフォーム（PF）の概要

2. PF利用登録のフロー説明

3. 各作業のStepの説明（実践）

4. 導入状況 

5. 質疑応答



１．プラットフォーム（PF）の概要①
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課題 対応

目的
契約管理を電子化し、情報・コミュニケーションを一元管理・見える化することで、
業務負担やミスの削減を図る。

コミュニケーションが属人化し、
効率性や情報管理で課題が発生して
いる
•関係者間のメールでの連絡によるやり
取りの散逸

•やり取りしたファイル等の情報が散逸
•担当者ごと対応の違い、進捗のブラッ
クボックス化

•対応時間等のデータが見えない

コミュニケーションの効率を上げて事業の
質の向上につなげる

・やり取りをプラットフォームに集約
・契約相手方からの膨大なファイルを一
元管理
・フローの標準化/進捗の見える化・通
知/やり取りの履歴を保存
・蓄積した情報の抽出・分析による業務
フロー改善



１．プラットフォーム（PF）の概要②

3

2．利用シーン
（１）普段の「連絡・相談」

（２）各種申請手続き
（１）の連絡・相談を参照して次の各種申請・承認手続きができます

①打合簿の事前確認・取り交わし ②契約締結・契約変更
③月報の提出                  ④確認書の提出

１．利用対象となる範囲

当面の対象：コンサルタント等契約（業務実施契約）

新規の契約交渉中にアカウント登録
→ 「契約書（案）、最終見積書、電子契約署名アドレス・支払先口座届出書の提出」 から
「最終支払いの実行」までアカウントを提供

＊成果品（業務完了届）、精算報告書、請求書の提出は対象外



受注者との事業・契約管理機能・コミュニケーションをプラットフォーム上に一元的に集約

事業・契約管理
プラットフォーム

外部ユーザー向け
ポータル

事業・契約
管理アプリ

連絡/チャット 文書/ファイル管理 期日管理

事業者管理

案件管理

申請/承認
（打合簿等）

期日管理契約書最新版
の共有など 社内システム連携

各種申請

外部ユー
ザー向け
ポータル

事業・契約
管理アプリ

連絡/チャット

文書/ファイル管理

期日管理

各種申請

受注者とのやり取りをプラットフォーム上に集約し、トレーサビリティとモニタリング性の向上、情報散逸リスクを低減

受注者とのファイルのやり取りをプラットフォーム上で管理しガバナンス・効率・情報共有性の向上を図る

期日を受注者・JICAで共有化し、自動リマインド等の業務サポート機能を活用し作業漏れを回避

受注者からの各種申請をワークフローシステムで対応し、処理状況可視化・生産性向上を図る

事業者管理

案件管理

業務従事者名簿、要員配置等の確認

期日管理 受注者と期日を共有し業務を管理

事業・
契約管理
プラット
フォーム

受注者

事業主管部
国際協力
調達部

契約管理
システム

支払管理
システム

会計
システム

Share
Point

案件進捗状況可視化、月報の連携、問題共有

申請/承認 契約関連の申請・承認をシステムで処理 4

データ連携は今後対応

（補足）
・本スライドは、導入後の機能イメージの最終形です。
・当面は「コンサルタント等契約」の「契約管理」（契約締結～支払い完了まで）を利用期間としています

１．プラットフォーム（PF）の概要③



１．プラットフォーム（PF）の概要④：利用者と出来ること
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受注者

・業務主任

・副業務主任

・業務調整

・事務担当

・他業務従事者（メール共有）

事業
主管部

・監督職員

・担当国際協力
調達部

・課長

・担当

在外・国内

・管理職

・担当

連絡・相談

各種申請
・打合簿（2者/3者）
・月報

各種申請
・契約書
・確認書

４アカウント/
契約在外・

研修契約
・打合簿
・月報

各種申請・差戻
・打合簿（３者）
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ログイン ホーム

契約書類
確認

月報
確認

月報
一覧

契約書類
一覧

ログイン後、ホームでは「お知らせ」と担当している複数の契約の各種手続きの
一覧が見れます（各契約詳細を経由せずに遷移可能）
検索ボックスを活用して、検索も可能

打合簿
確認

打合簿
一覧

確認書
確認

確認書
一覧

アカウント
申請一覧

アカウント申請
一覧

契約
契約
一覧

プラットフォーム（PF)の概要⑤：画面構成（１）
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ログイン ホーム

連絡・相談

契約

月報

契約手続き

提出計画

支払計画

プロファイル
打合簿

契約一覧

確認書

個別の契約に関する情報を整理・表示

契約詳細

関連手続き一覧

支払・提出計画

契約基本文書

担当者一覧

プラットフォーム（PF)の概要⑥：画面構成（２）



2. PF利用登録のフロー説明①：提供アカウント数とアクセス権の数
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A B C D E F

C I

契約

M

【アカウント
非保有者】

自動配信メール
で情報共有
※要望ベース
※従来のメールｃｃ
の位置付け

O P UTQ R S

営業
N

案件１ 案件３案件２

G I

契約

M

アクセス権付与

「アカウント」：個人のメールアドレスに対して、１アカウント発行（１契約あたり最大４アカウント新規発行）。
「契約データへのアクセス権」：PF上で契約管理の操作をできる権利。１契約に対して、５人のアカウント保有者を登録可能

【アカウント
保有者】

PF内の投稿・
操作可能
※申請ベース
※JICA側費用負担

（アカウントの提供とアクセス権付与の例）
①案件１では当初、A,B,G,Nの４名分のアカウント
発行とアクセス権を付与
②案件２で、C,D,I,Mの４名にアカウントとアクセス権を付与
③案件２でアカウントを持ったCを案件１のアクセス権
を付与し、案件１はCを含めた５名でPFを利用
④案件３では、E,F,I,Mのアカウントを申請。E,Fには
アカウント新規発行・アクセス権付与し、
I,Mにはアクセス権のみ付与

・アカウントはいずれかの契約でアク
セス権がある限り有効

・アクセス権のある契約が０となると
（最終支払完了）アカウントは失効

・ある契約で発行されたアカウントに
別の契約のアクセス権を付与するこ
とが可能

・PFのやり取りをメールで受領するア
カウント非保有者を設定可能

・保有者は個人の特定できるメール

・非保有者では業務メールやＭＬも可
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受注者のPF
利用登録

（JICA側作業）

2. 招待メールの受領
全員：「PFの利用開始依頼メール」を受領します
PFアカウントの無い方：登録後システムから自動発送された「初回招待メール」を受領します
※ PFアカウントの無い方は「PFの利用開始依頼メール」と「初回招待メール」の2通受領します

初回招待メール
受領

3. 受注者アカウント申請
「PFの利用開始依頼メール」のみを受領した受注者契約担当者は、PFにサインインし、該当契
約の受注者側ユーザ（業務従事者等）を登録申請します
「初回招待メール」を受領した受注者契約担当者は、ご自身が初回サインインを行った後、PF
に該当契約の受注者側ユーザを登録申請します

受注者
アカウント
申請

4. 初回サインイン
3の申請をもとにJICAで登録作業が完了すると、新規にアカウント発行された受注者側ユー
ザに「初回招待メール」が送付されます。「初回招待メール」を受領した受注者側ユーザは初
回サインインしてください
※ 既にアカウントを保有している場合は、3の申請作業後に該当案件が閲覧可能になります

初回
サインイン

１．新規契約における受注者のPF利用登録（JICA側作業）
落札者/契約交渉順位1位の受注者契約担当者に、JICA側がPFの利用登録を行うとともに、
契約手続きの開始（「PFの利用開始依頼メール」）のメールを送付します
※ 受注者契約担当者が既にアカウントを保有している場合は招待メールは送付されません。PFへログ
イン後ステップ3に移ってください。

2. PF利用登録のフロー説明②：PFの利用登録手順



10

アカウント申請・登録とは

アカウント申請とは、業務従事者等の新規アカウント作成と契約データへのアクセス権を付与する作業です。

全体フローのステップ1及び2を完了し、PFにサインインできるようになった受注者契約担当者が、PF上で
該当契約の受注者側ユーザ（業務従事者等）の情報を入力して申請することで、受注者側ユーザのアカウン
トが作成され、該当契約へのアクセス権が付与されます。
※受注者側ユーザが既にPFのアカウントを保有している場合は、既存のアカウントに該当契約データへの
アクセス権が付与されます。

【受注者側ユーザに変更が発生した場合】
アカウント申請済みの業務従事者やメール受信のみの方に変更が発生した場合も、アカウント申請から変
更を行います。
受注者側ユーザの変更申請作業は、全体フローのステップ３以降（P13以降）と同じ手順になりますので、
P13以降をご参照ください。

2. PF利用登録のフロー説明③：アカウント申請・登録概要
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受注者契約担当者のPF利用登録作業（JICA作業）

（１）受注者契約担当者のPF登録
JICA（調達部門）にて、各契約の受注者契約担当者※について、PFの利用登録作業を行います

※受注者契約担当者
【新規契約】
✓ プロポーザルの表紙に記載している「本件連絡先」に記載いただいた担当者のことを指します
✓ 本件連絡先を共通利用する業務アドレスで設定されている場合は、その下段に該当契約の初回
登録者の情報（氏名（カナ）、メールアドレス）を記載して下さい

受注者のPF
利用登録
（JICA作業）

招待メール
受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請

担当者名（カナ）：事業・契約管理プラットフォーム事務局  所属部課名：
電話番号：                                           FAX番号：
e-mail：platform_for_pcm@jica.go.jp 緊急連絡先：
住所：
＊上記e-mailが業務アドレスやMLの場合は下記に事業・契約管理プラットフォームの初回登録
者情報を記載して下さい
氏名：国際 太郎 （コクサイ タロウ）、Kokusai.Taro@jica.go.jp

【既存契約】
✓ 既存契約の取込みの場合は事前にメールで確認した担当者を受注者契約担当者とします

３．アカウント申請・登録
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受注者契約担当者のPF利用登録作業（JICA作業）

（２）受注者契約担当者への連絡
受注者契約担当者に、招待メールとして、次の①または/①・②の両方のメールを送付します

① PFアカウントの有無は、登録の時点で、他の契約でPFを利用しているかいないかで決まります
アカウントあり：他の契約で新規登録時点でPFを利用している
アカウント無し：他の契約で新規登録時点でPFを利用していない

② PFの利用登録を行うと、登録された方が契約データにアクセスできるようになります。受注者契約担当者がプラットフォームのア
カウントを保有していない場合は、受注者契約担当者に初回ログイン依頼のメールが届きます。既にアカウントを保有している場
合は、初回ログイン依頼の招待メールは届きませんが、契約データへのアクセス権の紐づけは行われていますので、PFにログイン
して当該契約を確認することが可能です。

③ 招待メールの発送のタイミングは次のとおりです
【新規契約】 契約交渉の開始時点 or   入札完了時点
【既存契約】 登録前に事前連絡 （事前連絡に登録完了日を記載します。完了日を過ぎたらPFにサインインしてアカウント申請して下さい）

受注者のPF
利用登録
（JICA作業）

招待メール
受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請

招待メールの種類

①PF利用開始依頼（担当から送付） ②初回招待メール（システムより発送）

受注者
契約担当

PFアカウン
トがある方

メール受領 メール無

PFアカウン
トが無い方

メール受領 メール受領

３．アカウント申請・登録



３．アカウント申請・登録
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初回招待
メール
受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

JICA側で登録作業が行われると、受注
者契約担当者宛に招待メールが送られ
るので、受領した担当者は初回サインイ
ンを行う

※既にプラットフォームのアカウントを
保有している場合には、JICA側での
登録作業完了後にプラットフォームで
該当案件が閲覧可能になります。

アカウント
申請

JICA作業

受注者契約担当者：初回招待メール受領・初回サインイン
JICA側にてPFの利用登録を行った受注者契約担当者が、PFのアカウントを保有していない場合、次のよう
なメールが届くので、初回サインインをして下さい（詳細手順は、初回サインインのパートを参照して下さい）

! ポイント

招待コードは個人に付与されるものです。他の人へ転送して、他の人のメールアドレスで登録しないよう、
お願いいたします。



３．アカウント申請・登録
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アカウント
申請

JICA作業

招待メール
受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

受注者アカウント申請（受注者側作業）
初回サインインを完了した受注者契約担当者は、その他の受注者側ユーザーのアカウント申請作業を行います。
アカウント申請は契約案件ごとに行います。
また業務従事者に変更がある場合も、同様の手順で申請作業を行います。

サインイン後、ホーム画面上部にあるメニューバーの「アカ
ウント申請一覧」をクリック
※画面サイズによっては、 （ハンバーガーメニュー）に
集約されており、開くとメニューが表示される

ユーザーIDを忘れた場合はコチラ
ユーザーIDを忘れてしまった場合など、PFにサインインできない場
合はコチラをご覧ください。



３．アカウント申請・登録
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アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

Pattern A：
システムから作成ボタンを押下

Pattern B：エクセルからの申請
①エクセルフォーマットに記入
②そのファイルを選択して送信する。

受注者アカウント申請（受注者側作業）
以下、いずれかの方法でアカウント申請をすることができます。

Pattern A：システム上で登録
Pattern B：Excelファイルで作成したものをアップロード

! ポイント

申請内容は上書きして更新されるため、継続して利用する方の情報も、申請の都度、漏れなく入力をし
てください。
担当者の変更が頻繁にある場合は、Pattern Bで使用するExcelファイルを自社内で管理・更新いた
だき、Pattern Bで申請いただくことをお勧めします。



３．アカウント申請・登録

16

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

受注者アカウント申請（受注者側作業）留意点

 業務主任者から担当３までの５名を登録する際に、新規アカウント提供の対象者が４名を超えるとシステム
での申請が通りません。業務主任者の登録は必須です。また、副業務主任は契約上設定していなくても登
録可能です。

 申請内容は全て上書き更新となります。継続してPFを利用される方がいる場合は、その方の情報も含め
て申請してください。メール受信のみの方も上書き更新となりますので、申請の都度漏れなく入力をお願
いいたします。

 契約データへのアクセス権を持っている契約のみ、アカウント申請作業が可能です。

 情報セキュリティの関係から、登録する方は真に契約に関係のある方としてください（登録者側での管理
をお願いします）。

Pattern Aへ → Pattern Bへ →

システム上で登録する方法 Excelで作成した情報をアップロードする方法
…アップロードに使用するExcelを社内で管理・更
新していただくと、変更申請時に1から情報を入
力していただく必要がなく便利です。



３．アカウント申請・登録
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アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

1. 調達管理番号欄の虫眼鏡をクリック

Pattern A（作成ボタンから申請）

2. 該当の調達管理番号をクリックして
チェックボックスにチェックを入れる

3. 「選択」ボタンをクリック
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Pattern A（Excelファイルで申請）

①

②

① この登録が失敗または却下されたときの受注者連絡先の
メールアドレスを記入

② 申請コメントを記入
※ Excelファイル上には申請コメントを記入する欄がないた
め、申請画面上に申請理由を記入する

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン
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1. 「業務主任者」の情報を入力する
※ 「業務主任者」の情報は必須入力で
す。

Pattern A（作成ボタンから申請）

2. 「団体管理番号」部分の虫眼鏡ボタ
ンをクリック

3. 企業名で検索を行い、該当のものに
チェックを入れる

※団体管理番号では検索できません
※部分一致検索をする場合はキーワードの
前後に「*」（半角アスタリスク）を入力

4. 「選択」ボタンをクリック
※ 「副業務主任」「担当者①～③」

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン
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1. 副業務主任や担当者情報について
も同様に入力を行う

Pattern A（作成ボタンから申請）

2. メール受信のみ（自動配信メールで
情報共有を行う方）の方について、
メールアドレスを入力

3. 画面下部の「一時保存」ボタンをクリック
一時保存後、「送信」ボタンに変わるので、
「送信」ボタンをクリックして申請完了

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン
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Pattern B（Excelファイルで申請）

Excelフォーマットはコチラ
上記リンク先からExcelファイルをダウンロードして、申請する情報を入力してください。

③ 団体管理番号
電子入札システムで利用するGから始ま
る番号の頭にアルファベット大文字の「O」
をつけて入力

④ 役割
業務主任者等、役割をリストから選択
※業務主任者の設定は必須です

① ②

③

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

! ポイント

✓ 12桁の調達管理番号は契約一覧画面や契約詳細
画面に記載されていますので、そちらからご確認
いただけます。

✓ セルが赤塗になる場合、入力項目に不備がありま
す。赤塗のセル内容をご確認ください。

① 対象の調達管理番号を上１２桁で入力
② アカウント申請が失敗した時や差戻された
ときの受注者側連絡先のメールを入力

④

https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/n_files/external_form.xlsx
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Pattern B（Excelファイルで申請）

①

②

① 作成したエクセルファイルを選択

② 送信を押す

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン

送信後に以下の画面が表示された場合、Excelファイルの内
容にエラーがあります。赤塗のセル内容を確認して修正をし
てください。
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Pattern B（Excelファイルで申請）

Excelファイルアップロードによって反
映された内容を確認・修正して、問題な
ければ画面一番下の「送信」を押す

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン
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Pattern B（Excelファイルで申請）

「送信」後に承認ステータスが「承認待ち」
となったら申請が完了

３．アカウント申請・登録
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

受注者
アカウント
申請

初回
サインイン



３．初回サインイン
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初回ログイン依頼メールについて
アカウント申請作業（JICA側作業もしくは受注者側作業）が行われると、登録されたメンバーに初回ログイン
を依頼するメール（次ページのステップ1）が届きます。
メールが送信されるタイミングはそれぞれ以下のとおりとなります。

受注者契約担当者※ 左記以外でアカウントを発行された方

JICA側が受注者契約担当者のアカウント登録作
業を行うと、受注者側契約担当者に初回ログイン
を依頼するメールが届きます

✓ 新規契約の契約手続き開始

受注者側契約担当者が、業務従事者のアカウント
申請作業をプラットフォームから行うと、登録さ
れたメンバーに初回ログインを依頼するメールが
届きます

※受注者契約担当者とは、プロポーザルの表紙に記載している「本件連絡先」に記載頂いた担当
者のことを指します。「本件連絡先」に記載のE-mailに連絡を行います。

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．初回サインイン
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1. 事業契約管理プラットフォーム
（platform_for_pcm@jica.go.jp)からメールを受け取る
※招待コードは個人に付与されるものです。他の人へ転送は
しないよう、お願いいたします。

【メールイメージ】

2. メール内にある「URL：サイトはこちら」から右図のサイトを開く

3. 「Sign in」ボタン下部にある「Sign up now」を押す

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請

mailto:platform_for_pcm@jica.go.jp


３．初回サインイン
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4. 上から4項目目にメールアドレスを入力す
る

5. キャプチャ画像の文字を入力して「Send 
verification code」をクリックする

! ポイント

画面の上部3項目（赤枠以外）は入力できない
状態
後続の手順で入力を行う

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．初回サインイン
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6. 入力したメールアドレス宛に届いたメールで確認コードが届く

! ポイント

確認コードをコピーする際は、末尾の空白を含
まないようにご注意ください。

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．初回サインイン
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7. 確認コードを入力して「Verify Code」をクリッ
ク

! ポイント

赤枠内の確認コード入力欄（上から5項目目）
以外は後続の手順で入力

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．初回サインイン
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8. ユーザーIDとパスワードを作成して、それぞれ入力をする
9. 一番上の欄にユーザーIDを入力
10.2番目と3番目の欄にパスワードを入力
11.入力が完了したら最下部にある「Create」ボタンをクリック

! ポイント

※ IDに使用可能な記号は「_」(半角アンダーバー)「-」(半角ハ

イフン)の２つのみです。

ユーザーID
✓ 8文字以上
✓ 英大文字・英子文字・数字・記号のうち3つを含む
✓ ユーザーIDは作成後変更ができません。
紐づく契約がなくなると、アカウントは失効します。なお新規契約開
始等に伴い、失効済みアカウントと同じメールアドレスで再度利用登
録された場合は、同じユーザーIDでサインイン可能です。

パスワード
✓ 10文字以上64文字以下
✓ 英大文字・英小文字・数字・記号のうち4つ全てを使用
✓ 定期的な変更は不要

ユーザーIDとパスワード作成には制約があります。

アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請

※ IDに使用可能な記号は「_」(半角アンダーバー)「-」(半角ハイフン)の２つのみです。
パスワードについては上記以外の記号も使用可能です。 ユーザーIDを忘れた場合はコチラ



３．初回サインイン
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12.「Send verification code」をクリック

✓ 再度確認コードが送付される

目次へ
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．初回サインイン
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13.受信した確認コードを入力して「Verify code」
ボタンをクリック

14.続いて表示される画面で「Continue」ボタンを
クリック

目次へ
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．初回サインイン

33

15.「サインイン」ボタンをクリック

16.既に受領している招待メールの招待コードを貼り付け、「登録」ボタンをクリックして初回サインインが完了

目次へ
アカウント
申請

JICA作業

招待メール
送付・受領

初回
サインイン

受注者
アカウント
申請



３．サインイン（２回目以降）
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1. 招待メールやプラットフォームのリンクからサイ
ンインのページへ移行

2. 作成したユーザーIDとパスワードを入力する

3. キャプチャ画像に表示されている文字を入力し
て「Sign in」ボタンをクリック

! ポイント

サインインはセキュリティ上、二段階認証が設定さ
れているため、サインインの度に確認コードによる
認証が必要です。
※なおサインイン情報は一定時間保持されるため、
確認コードによる認証なしでサインインできる場
合もあります。

目次へ

ユーザーIDを忘れた場合



３．サインイン（２回目以降）
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4. 「Send verification code」をクリック

5. 確認コードが送付される

目次へ



３．サインイン（２回目以降）
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6. 受信した確認コードを入力して「Verify code」
ボタンをクリック

7. 続いて表示される画面で「Continue」ボタンを
クリックしてサインインが完了

目次へ



３．サインイン（２回目以降）

サインイン後、ホームでは「お知らせ」と担当している複数の契約の各種手
続きの一覧が見られる（各契約詳細を経由せずに遷移可能）

37

目次へ



３．サインイン（2回目以降）
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目次へ

Username（ユーザーID）を忘れてしまった場合は、ヘルプデス
クにID再通知を依頼します。

【手順】
1. 再通知が必要なIDのアカウント保有者本人が、ヘルプデスク
（jica.pcm-pf.help-desk.jp@capgemini.com）に再通知を
依頼

2. 本人以外の方が、事務局（RPA-Lilian@jica.go.jp; 
platform_for_pcm@jica.go.jp）へ再通知を依頼
※なりすまし防止の観点から、上記対応をお願いします。

3. 本人及び本人以外からの2通の再通知依頼をもとに、事務局
にて本人確認を行い、ヘルプデスクに確認結果を連絡

4. ヘルプデスクから登録済のIDを本人に通知

Username（ユーザーID）を忘れた場合

パスワードを忘れた場合は、サインイン画面にある「Forgot 
your password?」から再設定可能

mailto:jica.pcm-pf.help-desk.jp@capgemini.com
mailto:RPA-Lilian@jica.go.jp;platform_for_pcm@jica.go.jp?subject=【PF】（件名を入力してください）
mailto:RPA-Lilian@jica.go.jp;platform_for_pcm@jica.go.jp?subject=【PF】（件名を入力してください）
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４．導入状況 ①

４/２１以降、全件導入

●対象と登録のタイミング
2025年7月1日以降に履行期限を迎えるコンサルタント等契約（業務実施）

招待タイミングで、JICA側から通知とPFへの招待が行われます

対象契約分類 PFへの招待タイミング

新規契約 契約交渉開始/落札決定時点で登録

第二期等の期分け契約
契約締結手続の開始直前（打合簿完了後）契約変更により履行期限が

７月１日を越える契約



段階的本格導入（4/１5時点）

・第３バッチまで導入完了：導入完了済の契約 502件 （下記合計：837件）

40

バッチ 導入日 導入件数 状況

第一 2/17 157件 完了

第二 3/1 160件 完了

第三 3/17 185件 完了

第四 4/21 168件 初回招待完了

その他 随時取込み 167件

４．導入状況②

導入済み
契約件数

４・１５時点で
PFを利用した
処理件数

申請手続き 処理件数

打合簿 本協議まで完了（回付中） ９６件（１３１件）

月報 （回付中） ３０５件（２０６件）

確認書（回付中） ９件（７件）

契約手続き ４件
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５．質疑応答・Tips お知らせの確認

ホーム画面内の上部にユーザー向けのお知らせを掲載しています。
詳細を見たいお知らせをクリックするとポップアップで詳細が表示されます。
※お知らせはホーム画面のみに掲載されています

通知日もしくはタイトルをクリック

41
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５．質疑応答・Tips 契約案件等の検索

複数の案件を担当されている場合など、案件数や手続き数が多くある場合、検索ボックスを使用して検索を
行うことで該当の案件を探すことができます。

メニューバーにある「契約一覧」をクリック
※メニューバーが表示されていない場合は、
右上に （ハンバーガーメニュー）が表
示されているので、そちらをクリック

契約一覧画面にある検索ボックスに、探した
い案件の件名や調達管理番号を入力するこ
とで検索可能

42
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５．質疑応答・Tips 契約案件等の検索

! ポイント

キーワード検索は、前方一致の検索結果が表示されます。
部分一致検索はキーワードの前後に「*」（半角アスタリスク）を入力してください。

 前方一致検索（例：「インドネシア」で検索）

 部分一致検索（例：「*インドネシア*」で検索）
調達管理番号もしくは右側にある ボタ
ンをクリックすると契約詳細画面に遷移

! ポイント

「Ctrl+クリック」で別タブで
画面が開きます

43
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５．質疑応答・Tips 別タブ表示

44

案件の検索や、フィルターを実施した後に同じタブ内で画面を開き、元の画面に戻ると条件等がリセットされ
てしまいます。別タブで画面を開くと元の画面でのフィルター設定等が残るため便利です。

2. 別のタブに画面が展開される

1. 開きたい画面を「Ctrl+クリック」
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【改修要望・運用関係】
国際協力調達部 事業・契約管理プラットフォーム事務局
齋藤 大輔、伊藤 珠希、真島 泰人

・メールの件名：【PF】←必ず入力してください
・メールアドレス： RPA-Lilian@jica.go.jp; platform_for_pcm@jica.go.jp

質疑応答/問い合わせ先

mailto:RPA-Lilian@jica.go.jp
mailto:platform_for_pcm@jica.go.jp
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